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１ 趣旨 

長引く物価高騰の影響により、厳しい経営状況にある地域に根ざした商店街等が、商業の振興

を促進し、売り上げの回復や消費喚起を図ることを目的に、自ら企画・実施する販売促進事業に

対し、補助金等を交付するもの。 

 

２ 補助対象者 

補助対象者は、次のとおりです。なお、補助対象の複数の団体が共同して事業を実施すること

もできます。また、申請は、１団体につき１申請に限ります。複数の団体による共同事業も１申

請とします。 

（１）商店会に準ずる団体 

小売業、宿泊業、飲食業、生活関連サービス業などの事業者で構成されている団体とし、次

の全てに該当する団体とします。 

・市内に事業所又は店舗を有する３者以上の事業者で構成され、申請時点において活動してい

る又は設立した団体で、今後も活動する意思があること。 

・会則、規則及び名簿等（代表者の定めがあること）を備えていること。 

 

（２）商業振興に取り組む業種別組合 

  小売業、宿泊業、飲食業、生活関連サービス業などの事業者で構成されている団体とし、次の

全てに該当する団体とします。 

・３者以上の事業者で構成され、そのうち、過半数が市内に事業所又は店舗を有しており、か

つ、申請時点において活動している又は設立した団体で、今後も活動する意思があること。 

   ※ただし、補助金額の算定対象は、市内に事業所又は店舗を有する事業者に限ります。 

・会則、規則及び名簿等（代表者の定めがあること）を備えていること。 

 ※複数の団体が共同して事業を実施する場合は、いずれかの団体が代表して申請してください。

申請後の連絡及び協議は、代表団体と行います。 

 

 

 

 

３ 対象事業等 

（１）対象事業 

商店街等が自ら企画・実施する販売促進事業 

（事業例）○プレミアム商品券の発行 

○割引クーポンの発行 

○スタンプラリーによる割引や景品提供 

○その他、実施団体が企画する売上向上に直接資する事業 

  ※実績報告により、事業の実施を客観的に証することができるものに限ります。 

※プレミアム商品券やクーポン券の発行、景品提供等の事業には注意事項があります。 

   １０ページ以降の「留意事項」をご確認の上、実施してください。 

※「商店街マップの作成」、「ＰＲ広告の掲載」、「イベント等の集客事業」などの事業は対象外

です。ただし、「割引クーポン付き」の商店街マップやＰＲ広告など対象事業に付随する経費

については補助対象とします。 

重複する会員（構成員）がいる他の団体からの申請と同一と認められる事業は、単独事業として
の申請はできません。（共同事業としての申請は可） 
〔同一と認められる事業〕 
 販売促進の手段や方法、実施時期が全て同じで、タイトルやチラシ等が共通の事業 
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（２）対象期間 

交付申請日から令和９年１月３１日まで 

※交付申請日より前に着手している事業は補助対象となりません。  

領収書やレシート等の支払いを証する書類や請求書・納品書等、経費支出関係の文書の日付

が交付申請日より前のもの、又は令和９年２月１日以降のものも補助対象となりません。 

 

（３）対象経費 

対象経費は、補助対象事業の実施に必要な経費とします。ただし、次の経費は対象外とします。 

  （対象外とする経費） 

   ・団体構成員の直接人件費 

   ・公租公課等国や地方公共団体への支払い 

   ・切手・プリペイドカード等の換金性の高いものの購入費 

   ・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの 

   ・その他、本市が不適当と認めるもの 

 

（４）補助率及び補助金額 

  ア 補助率 

 補助対象経費の１０/１０（上限あり） 

  イ 補助金額の上限 

会員数（構成員数）×３０，０００円   

※上限額は、１００万円です。 

※会員数は、交付申請時点での数とします。 

※補助金額の算定対象となる会員は、市内に事業所又は店舗を有する事業者に限ります。 

※会員数が９者以下の場合、一律３０万円とします。 

※算出した額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。 

※複数の団体による共同事業の場合は、参加する団体ごとに算出した補助金額を合算した額

とします。なお、会員が重複する場合は、その分を補助金額から控除します。 

 

（５）他の補助金との併用について 

  国、県の補助金制度がある場合、本制度と併用することができます。ただし、国、県の補助金

から優先的に充当することとし、先に交付決定を受けてから、申請をしてください。併用を検討

する場合は、必ず事前に各提出先にお問い合わせください。 
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４ 事前登録から補助金交付までの流れ 

補助金の支払方法は、原則、「確定払」（事業終了後に補助金を受け取る）とし、ここでは、 

「確定払」の流れを説明しています。「概算払」（事前に補助金を受け取る）を選択する場合は、 

手続きの流れについて、各提出先まで、お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 提出先 

  ■相模原市役所産業支援・雇用対策課（〒252-5277 中央区中央２-１１-１５ 本館５階） 

電  話：０４２－７６９－９２５５（直通） 

Ｅメール：sangyou.k＠city.sagamihara.kanagawa.jp 

 

※申請書・請求書等の宛名は「相模原市長」としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 事前登録（団体） 提出期間 令和８年４月１日（水）から６月３０日（火）まで 

② 申 請（団体）  提出期間 令和８年４月１日（水）から８月３１日（月）まで 

③ 交付決定（市）     

④ 事業の実施（団体）対象期間 交付申請日から令和９年１月３１日（日）まで     

⑤ 実績報告（団体） 提出期限 令和９年２年１２日（金）   

⑥ 額確定通知（市）   

⑦ 交付請求書（団体） 提出期限 額確定通知書が届き次第、速やかに 

 
⑧ 補助金の交付（市） 

※申請日より前の事業着手については補助対象外となります。 
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６ 申請方法 

申請には事前登録が必要です。事前登録の上、申請してください。 

提出期限、提出文書は次のとおりです。提出方法は、以下の電子申請フォームにより、提出期

限までに提出してください。電子申請フォームでのご対応が難しい場合につきましては、郵送ま

たはメールでの申請も可とします。なお郵送の場合は消印有効とします。 

電子申請フォーム URL：https://logoform.jp/form/oWjU/1486794 

（１）事前登録  

  ア 提出期限  令和８年６月３０日（火）２３時５９分 

  イ 提出文書 

事前登録申請書 ・メール・郵送による提出も可（書式は任意）とします。 

・件名を「令和８年度商店街等販売促進事業補助金(事前登録)」とし、

次の事項を記載してください。 

「団体名」「代表者名」「会員数」「事業概要」「連絡先電話（担当者）」

「メールアドレス（担当者）」 

・代表者印は不要です。 

・複数の団体による共同事業の申請の場合は、代表団体を定め、代表

団体が申請してください。代表団体以外の「団体名」「代表者名」「会

員数」も併せて記載してください。 

※事前登録完了後、市から申込完了通知メール又は電話により連絡します。 

  ※事前登録をもって、補助金の交付を確約するものではありません。 
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（２）申請 

  ア 提出期限  令和８年８月３１日（月） 

  イ 提出文書 

 【全ての申請団体が提出する文書】 

補助金等交付申請書 

【様式１】 

・代表者名を自署する場合は押印の必要はありませんが、代表者

印を押印する場合は、全ての文書に同じ代表者印を押印してく

ださい。 

補助事業等計画書 

【様式２】 

・目的、内容等を具体的に記入してください。複数の事業を実施

する場合は、事業ごとに作成してください。 

収支予算書 

【様式３－１】 

・複数の事業を実施する場合は、事業ごとに作成してください。 

（経費区分について） 

 ○プレミアム商品券等の原資、景品の購入費 → 販売促進費 

 ○プレミアム商品券や割引クーポンの印刷費 → 印刷製本費 

 ○チラシ・ポスターの印刷費、広告掲載料  → 広告宣伝費 

収支予算経費内訳書 

【様式３－２】 

補助金等概要調書 

【様式４】 

・太線の枠内のみに記入してください。 

団体の会則等の写し ・書式は任意とします。 

・複数の団体による共同事業の申請の場合は、参加する全ての団

体の会則等の写しを提出してください。 

団体の会員名簿 

（令和８年４月１日現

在） 

・書式は任意とします。「氏名」「役職」「法人名（屋号）」「住所等」

を記載した名簿を提出してください。 

・複数の団体による共同事業の申請の場合は、参加する全ての団

体の会員名簿を提出してください。 

【該当する団体が提出する文書】 

支払金口座振替依頼書 

 

・市に口座が未登録の場合、又は、登録口座に変更がある場合に提

出してください。 

・通帳の口座番号と名義人が記載されたページのコピーを添付し

てください。 

収支予算書の根拠文書

（見積書等） 

・１件あたり２０万円（税込）を超える経費は見積書を添付してく

ださい。また、２００万円（税込）を超える経費は、２者以上か

ら同等品の見積りにより、安価な発注先を選んでください。 

共同事業申請の同意書 

【任意様式】 

・複数の団体による共同事業の申請の場合、代表団体以外の全て

の団体の同意書を提出してください。様式は任意とします。 

・複数の団体による共同事業の申請の場合、代表団体以外の全て

の団体の「会則等の写し」「会員名簿」を提出してください。 
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７ 交付決定等 

市は、申請等の審査の上、必要に応じて事業計画や収支予算等についてヒアリングを行い、「補

助金等交付決定通知書」を送付します。また、交付しないことを決定した団体には「不交付決定

通知書」を送付します。 

 

８ 事業の変更、中止等 

  交付決定後に事業の変更、中止、廃止等をする必要がある場合（金額の変更を含みます）は、

申請書等の提出先へ相談の上、必ず事前に次の文書を提出し、新たに補助金等交付決定取消（変

更）通知書の交付を受けてください。 

補助事業等計画変更（中止・廃

止）申請書【様式１１】 

・押印する場合は、他の文書と同じ代表者印を押印してく

ださい。 

変更後の収支予算書 

【様式１２－１】 

・複数の事業の場合、事業ごとに作成してください。 

変更後の収支予算経費内訳書 

【様式１２－２】 

その他本市が必要とする文書 ・必要に応じて提出をお願いします。 

 

９ 事業完了後の手続き 

（１) 実績報告 

実施事業及び関連する全ての支払いが完了後、令和９年２月１２日（金）までに次の文書を提

出してください。なお、期日までに実績報告文書の提出がない場合には、補助金等交付決定は取

り消すこととなります。 

補助事業等実績報告書 

【様式５】 

・押印する場合は、他の文書と同じ代表者印を押印してく

ださい。 

収支決算書 

【様式６－１】 

・複数の事業を実施した場合、事業ごとに決算額を記入し

てください。 

収支決算経費内訳書 

【様式６－２】 

・「支払の証拠文書」ごとの支払内容を記載してください。

1 枚の領収書等の中に複数の経費区分が含まれる場合に

は、経費区分ごとに内容を記載してください。 

補助事業等実績調書 

【様式７－１】 

・「事業実績」「事業成果」「自己評価」については、別紙【様

式７－２】に記載してください。 

補助事業等実績調書（別紙） 

【様式７－２】 

・実施した事業ごとに作成してください。 

支払の証拠文書 ・領収書やレシート等の支払いを証する書類の写しごとに

番号を振り、【様式６－２】の領収書№と整合させてくだ

さい。 

 ※領収書やレシート等で内容がわからない場合には、請求

書や納品書等の補足資料の写しを提出してくだいさい。 

事業の実施がわかるもの ・商品券やクーポン券の換金台帳や購入した景品の払出

簿、事業の様子がわかる写真などを提出してください。 

※詳細は９ページ以降の「留意事項」をご確認ください。 
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領収書等（証拠文書）について 

  補助金の対象とする支払については、次の点に留意いただき、必ず領収書等の証拠文書を保管

してください。領収書等の無い支払いは補助対象外となります。 

・宛名は必ず「補助事業者名（団体名）」としてください。（担当者名では無効となります。） 

・交付申請日より前に着手している事業は補助対象となりません。領収書やレシート等の支払

いを証する書類や請求書・納品書等、経費支出関係の文書の日付が交付申請日より前のもの、

又は令和９年２月１日以降のものも補助対象となりません。 

・手形、小切手、相殺払い等は認めません。 

（ア）現金払いの場合 

金額内訳のない領収書については、内訳が確認できるレシート等を添付してください。 

（イ） 銀行振込の場合 

銀行振込の場合には、振込の対象となった請求書（写し）と、次のいずれかの文書を提出して

ください。 

 

振込をした請求書（写し） 

 

以下のいずれか一つ 

銀行振込明細書（写し） 

通帳の該当ページ（写し） 

ネットバンキングのプリントアウト等 

 

（ウ）クレジットカードの場合 

次の文書を提出してください。 

 

 

 

 

 領収書 

・クレジット払いであること、金額内訳が明記されているものが

必要です。 

※クレジット払いの明記がない場合、クレジットカード利用時に発行

される「お客様売上票（お買上票）のお客様控え」を添付します。 

※金額内訳の明記がない場合、レシート等の内訳が分かるものを添付

します。 

・インターネットでの注文の場合は、クレジット払いであること

が確認できる注文画面や決済画面のプリントアウトを添付し

てください。 

カード会社発行の「カー

ドご利用代金明細書」 

・インターネット上の明細を印刷したものでも可。 

・補助対象経費の金額と、利用額の合計金額がわかる箇所を提出

してください。 

クレジットカード決済

口座の通帳の該当部分

のコピー 

・口座からの引き落としが補助対象期間内であることが必要で

す。 

※引き落とし日が補助対象期間外の場合は、補助対象外となります。 

【注意事項】 

・原則団体の代表者又は会員名義に限ります。 

・支払回数は、１回払いのみ対象とします。 

・カード払いの証拠文書の日付は、令和９年１月３１日までのものを対象とします。 

  ※カード会社の引落しが利用月の翌々月となる場合もありますのでご注意ください。 

 

+ 
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（２）補助金の額確定 

 実績報告の審査により確定した補助金額を記載した「補助金等の額確定通知書」を通知します。 

 

（３）交付請求 

  額確定通知書を受領後、補助金の交付を受けるため、次の文書を提出してください。 

補助金等交付請求書（確定払用）

【様式８】 

・押印する場合は、他の文書と同じ代表者印を押印してく

ださい。 

・概算払を受ける場合は、補助金等交付請求書（概算払用）

【様式９】を提出してください。 

補助金等交付決定通知書（写し） ・受領した通知書のコピーを提出してください。 

補助金等の額確定通知書（写し） ・受領した通知書のコピーを提出してください。 

 

（４）補助金交付の時期 

  市が請求書を受領後、４週間を目途に登録口座に振り込みます。 

 

（５）精算 

  概算払を受けた場合は、補助金等精算書【様式１０】を提出してください。 

  ※確定払を受けた場合は、提出不要です。 

 

留意事項 

１ 補助金の取り消し等処分について 

偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けていることを市が確認した場合は、交付決定し

た補助金の全部又は一部を取り消すことがあります。 

また、補助金により取得等した物品その他を売却、販売等したとき、補助金を他の用途に使用し

たとき、その他補助金の交付決定の内容や、これに付した条件又は法令に違反したときにも同様

に取り消すことがあります。 

 

２ 検査 

補助事業の進捗状況の確認や補助金使用経費の確認のために、事業中間期に市担当者が実地確認

を行う場合がありますので趣旨をご理解いただきましてご協力をお願いします。 

 また、本補助金は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しているため、国の

会計検査院が補助事業完了後に実地検査に入ることがあります。検査により補助金の返還命令等の

指示がなされた場合には、これに従わなければなりません。 

※経費の支払に係る文書等は、補助事業年度終了後必ず５年間保存してください。 
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３ 景品について 

（１）「景品表示法」の遵守 

消費者庁「景品表示法」に定める景品類の最高額、総額等の規定を遵守してください。 

（２）景品類の事前周知 

景品類を提供する際には、不特定多数の人に内容や個数を事前周知する必要があります。 

実績報告の際に事前周知風景の写真やチラシ、提供した数量を記録した文書が必要となります。

なお、十分に事前周知しなかった物、事前周知分以上に提供した物、提供されなかった物の購

入費は補助対象外となります。 

 

４ プレミアム付商品券について 

 プレミアム付商品券事業を実施する場合は、事業計画書に発行枚数、金額等を記載してください。 

（１）プレミアム率 

任意の率を設定可能ですが、本補助金が活用できる範囲は４０％までとします。 

（２）販売の条件 

・可能な限り多くの店舗で商品券が使用できるよう、参加店舗を募ってください。 

・多くの消費者が購入できるよう、十分な枚数を発行した上で、一人当たりの購入枚数制限・

購入限度額を設けてください。なお、事前の周知を十分行ってください。 

（３）使用範囲 

次に掲げるものにはプレミアム付商品券は使用できません。 

・不動産や金融商品 

・たばこ 

・商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第

５項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務 

・国税、地方税や使用料などの公租公課 

・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの 

・その他本市が不適当と認めるもの 

（４）換金手続き 

換金日、換金枚数、金額、使用店舗名等を記録する換金台帳を作成し、換金手続が適切に行

われるよう管理してください。また、換金台帳に店舗の受取印（直筆サインも可）欄を設けて、

換金時に受取印をもらうようにしてください。 

なお、この換金台帳は実績報告の際に提出してください。 

※ 令和９年１月３１日（日）までに換金に関する手続きを全て完了させてください。 

（５）使用期限について 

   商品券に発行から６ヶ月を超える使用期限を設定した場合、資金決済に関する法律に適用を

受け、事前に国への登録が必要となります。使用期限が６ヶ月を超える場合は事前に産業支援・

雇用対策課へご相談ください。 

（６）不正使用防止について 

他店での再使用や商品券の偽造を防止するため、コピー防止用紙の使用や使用済の商品券に 

は店舗の押印をするなど、不正使用防止措置を行ってください。 
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５ 割引券（クーポン券）について 

（１）対象となる割引券について 

   割引券には以下の２種類があります。 

ア 「同額の割引を約する証票（〇〇円割引等）」・・・景品規制なし 

イ 「購入金額によって割引金額が異なる割引券（〇〇％割引等）」・・・景品規制あり 

本補助金の対象とする割引券については、いずれも補助対象としますが、イについては、「景

品表示法」による規制がありますので、ご注意ください。 

（２）割引率 

  「同額の割引を約する証票（〇〇円割引等）」については、景品表示法において正常な商慣習に

照らして適当と認められるものであれば割引率に上限は設けられていませんが、購入等によって

割引券を配布する場合において、本補助金が活用できる範囲は購入（取引）額に対し４０％分の

金額までとします。 

 （例）１，０００円の購入→最大４００円の割引券 

  また、商品の購入等に関わらず来店者全員へ配布等する場合に、本補助金が活用できる範囲は

２００円までとします。 

（３）販売の条件 

・可能な限り多くの店舗で使用できるよう、参加店舗を募ってください。 

・多くの消費者が利用できるよう、事前の周知を十分行ってください。 

（４）使用範囲 

  次に掲げるものには割引券は使用できません。 

・不動産や金融商品 

・たばこ 

・商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第

５項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務 

・国税、地方税や使用料などの公租公課 

・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの 

・その他本市が不適当と認めるもの 

（５）換金手続き 

換金日、換金枚数、金額、使用店舗名等を記録する換金台帳を作成し、換金手続が適切に行

われるよう管理してください。また、換金台帳に店舗の受取印（直筆サインも可）欄を設けて、

換金時に受取印をもらうようにしてください。 

なお、この換金台帳は実績報告の際に提出してください。 

   ※令和９年１月３１日（日）までに換金に関する手続きを全て完了させてください。 

（６）不正使用等防止について 

他店での再使用や商品券の偽造を防止するため、コピー防止用紙の使用や使用済の商品券に 

は店舗の押印をするなど、不正使用防止措置を行ってください。 

 また、他の割引券との併用やお釣りの可否等、商店街において適切に利用ができるルールを

設けてください。 


